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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 イノシシ･アライグマ･ハクビシン･タヌキ 

カラス･キョン･ニホンジカ・ニホンザル 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 袖ケ浦市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（６年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

タヌキ 

カラス 

キョン 

ニホンジカ 

ニホンザル 

水稲、果樹、野菜 

果樹、野菜 

野菜 

― 

果樹、野菜 

― 

 ― 

― 

1,147 千円、1.4ha 

18 千円、0.14ha 

2 千円、0.01ha 

― 

146 千円、1.04ha 

― 

― 

― 

（２）被害の傾向 

イノシシ 

 市内全域で、水稲及び野菜等の農作物被害及び生活環境被害が、通年発 

 生している。 

カラス 

市内全域で、野菜等の農作物被害及び生活環境被害が、通年発生してい

る。 

アライグマ・ハクビシン 

 市内全域で、果樹及び野菜等の農作物被害及び家屋侵入等による生活被

害が通年発生している。 

タヌキ 

 タヌキは令和６年度に被害金額の報告は無いが継続的に一定数の捕獲が

あり、今後被害が発生する恐れがある。 

キョン 

平岡地区及び富岡地区等において生息が確認されており、今後被害が発

生する恐れがある。 

ニホンジカ 

平岡地区及び富岡地区等において生息が確認されており、今後被害が発

生する恐れがある。 

ニホンザル 

過去に長浦地区、根形地区及び富岡地区、平岡地区等において出没が確

認されており、今後被害が発生する恐れがある。 



（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（６年度） 目標値（１０年度） 

イノシシ 1,147 千円 

1.4ha 

792 千円  

0.97ha 

アライグマ   18 千円 

  0.14ha 

 12 千円 

 0.10ha 

ハクビシン    2 千円 

          0.01ha 

 1.3 千円 

         0.01ha 

タヌキ ― ― 

カラス   146 千円 

  1.04ha 

101 千円 

0.72ha 

キョン ― ― 

ニホンジカ ― ― 

ニホンザル ― ― 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

平成２８年度に「袖ケ浦市鳥

獣被害対策実施隊」を設置し、

箱わな（小型及び大型獣用）の

点検及び管理並びに小型獣の

捕獲等を行い、木更津猟友会袖

ケ浦市有害鳥獣駆除隊等と連

携して効果的な捕獲に努めた。 

課題である従事者の高齢化、担

い手不足を改善するため、わな

猟免許新規取得者への補助や

地域での有害鳥獣に係る講習

会等を行い、捕獲従事者の確保

や地区における有害鳥獣対策

組織の発足に努めた。 

有害鳥獣の出没範囲が拡大傾

向にあることから、引き続きわな

猟免許新規取得促進事業の実施

及び周知を行い、捕獲従事者の確

保に努めるとともに、個人での対

策だけではなく、地域ぐるみの有

害鳥獣対策組織づくりを進める

必要がある。 

   

 

 

 

 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

平成３０度から開始した市

単独事業による防護柵補助を

活用し、市内農地の防護柵の設

置を促進させた。 

 

 

 

 防護柵の設置後は、未設置の農

地等へと有害獣が移動し、被害を

引き起こしているため、引き続き

設置農地の拡大に努める必要が

ある。 

 

 



＜防護柵整備実績（市単独事

業）＞ 

 

 

 

令和４年度 

電気柵：１５，２９９ｍ 

金網柵：     ０ｍ 

ワイヤーメッシュ柵 

４３８ｍ 

 

令和５年度 

電気柵：１０，２２０ｍ 

金網柵：     ０ｍ 

ワイヤーメッシュ：０ｍ 

 

 

令和６年度 

電気柵：６，８７１ｍ 

金網柵：    ０ｍ 

ワイヤーメッシュ 

６２０ｍ 

 

 

 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

地域住民を対象とした講習

会等を開催し、地域ぐるみの有

害鳥獣対策組織づくりを進め

るとともに、鳥獣対策に関する

知識の普及や意識の向上に努

めた。 

緩衝地帯及び耕作放棄地の草

刈りといった生息環境管理の取

組を推進する。 

 

（５）今後の取組方針 

わな猟免許新規取得促進事業について、更なる周知を行い、捕獲従事者

の確保に努める。 

自治会等を対象に、有害鳥獣に係る現地調査及び講習会等を実施し、地

域ぐるみの有害鳥獣対策組織づくりを引き続き進めていく。 

国交付金及び市単による防護柵の設置支援事業を実施し、設置農地の拡

大に努めるとともに、効果的な維持管理方法についての講習会を開催する

等、フォローアップも検討していく。 

ＩＣＴ機器の効果的な活用について引き続き検討する。 

 



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

木更津猟友会袖ケ浦市有害鳥獣駆除隊及び地域ぐるみの有害鳥獣対策組

織への駆除委託契約により捕獲を実施するとともに、わな猟免許新規取得

促進事業を活用し免許を取得した従事者等において捕獲を実施する。 

自治会等を対象とした講習会等を実施し、地域ぐるみの有害鳥獣対策組

織づくりを引き続き推進するとともに、発足した組織に対し、捕獲技術の

向上や体制づくりのための研修を行い、支援に努める。 

袖ケ浦市有害鳥獣被害対策実施隊により、箱わな（小型及び中型・大型獣

用）の点検及び管理等を行い、効果的な捕獲に繋げる。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

 

 

令和８年度

～令和１０

年度 

 

 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

タヌキ 

カラス 

キョン 

ニホンジカ 

ニホンザル 

 

効果的な捕獲を図るため、地域農業者等と連

携し、農作物の生育状況及び被害状況を把握し

た上で箱わな（小型及び中型・大型獣用）の設置

及び貸出等を行う。 

 木更津猟友会袖ケ浦市有害鳥獣駆除隊及び有

害鳥獣対策組織との駆除委託契約に基づく委託

費の支払いのほか、鳥獣被害防止緊急捕獲活動

支援事業による捕獲従事者への活動経費の助

成。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

過去の捕獲実績や被害地域の状況を把握し、県の第二種特定鳥獣管理計

画、特定外来生物防除実施計画等も踏まえて設定している。 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

８年度 ９年度 １０年度 

 

イノシシ 
６５０頭 ６５０頭 ６５０頭 

 

アライグマ 
５００頭 ５００頭 ５００頭 

 

ハクビシン 
１００頭 １００頭 １００頭 

 

タヌキ 
１００頭 １００頭 １００頭 



 

カラス 
１５０羽 １５０羽 １５０羽 

 

キョン 
２０頭 ２０頭 ２０頭 

 

ニホンジカ 
２０頭 ２０頭 ２０頭 

 

ニホンザル 
２０頭 ２０頭 ２０頭 

 

 捕獲等の取組内容 

イノシシについては被害の多い地域に箱わな（大型獣用）

等を設置し、木更津猟友会袖ケ浦市有害鳥獣駆除隊、地域ぐ

るみの有害鳥獣対策組織及びわな猟免許新規取得促進事業

を活用し免許を取得した従事者等において、捕獲を行う。 

アライグマについては、千葉県アライグマ防除実施計画に

基づき、年度を通して箱わな（小型獣用）の貸出しによる捕

獲を行う。また、新たに箱わなを購入及び借用し、駆除の強

化を図る。 

ハクビシン及びタヌキについては、年度を通して箱わな

（小型獣用）の貸し出しによる捕獲を行う。また、新たに箱

わなを購入し、駆除の強化を図る。 

カラス等有害鳥類については、木更津猟友会袖ケ浦市有害

鳥獣駆除隊において、銃器による捕獲を行う。 

キョン、ニホンジカ及びニホンザルについては木更津猟友

会袖ケ浦市有害鳥獣駆除隊、地域ぐるみの有害鳥獣対策組織

及びわな猟免許新規取得促進事業を活用し免許を取得した

従事者等において、箱わな（中型獣用・大型獣用）等による

捕獲を行う。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

  

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 

 

許可権限委譲については、捕獲獣種や捕獲

頭数の許可等、市に一定の裁量が認められる

一方で、市内民間業者等からの捕獲許可の受

付業務等が発生し、行政事務の煩雑化につな

がることが懸念される。 



現状、捕獲事業については円滑に進行してお

り、許可権限委譲を行う予定はないが、県内

市町村の動向を注視しながら、調査及び分析

していく。 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

８年度 ９年度 １０年度 

 

 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

タヌキ 

キョン 

ニホンジカ 

ニホンザル 

 

金網柵及び電気

柵の設置を行う。 

 

金網柵  

約 3,000ｍ 

電気柵  

約20,000ｍ 

 

※国交付金、市単

独補助による設置

距離 

 

金網柵及び電気

柵の設置を行う。 

 

金網柵  

約 3,000ｍ 

電気柵  

約20,000ｍ 

 

※国交付金、市単

独補助による設置

距離 

 

金網柵及び電気

柵の設置を行う。 

 

金網柵  

約 3,000ｍ 

電気柵  

約20,000ｍ 

 

※国交付金、市単

独補助による設置

距離 

 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

８年度 ９年度 １０年度 

 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

タヌキ 

キョン 

ニホンジカ 

ニホンザル 

防護柵の設置につ

いて、袖ケ浦市有

害鳥獣被害対策実

施隊による農家へ

の指導及び助言を

行う。 

防護柵の設置につ

いて、袖ケ浦市有

害鳥獣被害対策実

施隊による農家へ

の指導及び助言を

行う。 

防護柵の設置につ

いて、袖ケ浦市有

害鳥獣被害対策実

施隊による農家へ

の指導及び助言を

行う。 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

８年度 イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

生息環境管理（耕作放棄地の解消及び放任果樹

の除去等）の対策を指導する。 ９年度 

１０年度 



 タヌキ 

キョン 

ニホンジカ 

ニホンザル 
 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

袖ケ浦市  有害鳥獣の捕獲依頼 

 関係機関との連絡調整 

千葉県君津地域振興事務所  捕獲に係る許可、指導及び助言 

木更津警察署  現場封鎖や交通規制等による住民の 

安全確保等 

木更津猟友会（袖ケ浦市有

害鳥獣駆除隊） 

有害鳥獣の捕獲 

 

（２）緊急時の連絡体制 

        

 

 

 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲後の処理については、埋却、焼却及び食肉利用とする。 

 アライグマについては、千葉県アライグマ防除実施計画の捕獲個体の取

り扱いに基づき実施する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

発 見 者 

木更津猟友会 

（袖ケ浦市有害鳥獣駆除隊）
袖ケ浦市 木更津警察署 

千葉県 



食品  

ペットフード  

皮革  

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

加工処理施設の設置及び運営について、現在市内で捕獲されている有害

鳥獣の個体数では採算面で課題があり、捕獲、止めさし及び搬入を速やかに

行う体制の整備も困難なことなどから、他市町村や市内事業者等の動向を

伺いながら、調査及び研究する。 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 袖ケ浦市有害鳥獣対策協議会 

  

構成機関の名称 役割 

袖ケ浦市役所 
被害防止計画の策定及び協議会事務局の

運営 

君津市農業協同組合 被害状況の情報提供及び対策 

ぼうそう農業共済組合 被害状況の情報提供及び対策 

木更津猟友会 有害鳥獣捕獲の担い手 

鳥獣保護管理員 
鳥獣による農林水産業に係る被害防止の

指導 

地元自治連絡協議会 被害状況の情報提供及び対策 

君津農業事務所 被害防除事業等の情報提供 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

千葉県野生鳥獣対策本部 被害対策の取組支援 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 



設 置  平成２８年４月 

構成員 市職員４名（令和７年度） 

「袖ケ浦市鳥獣被害対策実施隊」については、箱わな（小型及び大型獣用）

の設置及び貸出、点検及び管理並びに農家への指導及び助言並びにアライ

グマ等小型獣の捕獲及び有害鳥獣による農作物被害現場の調査等、袖ケ浦

市有害鳥獣駆除隊と連携し、効果的な捕獲に向けた活動を行う。 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

近隣市、地元地区及び関係機関等と情報交換会を行いながら連携を図る。 

 

 


